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ハ ワイ併合問題再検討

ジョン ・T・ モーガ ンの膨 張論 と人種統治政策 を中心 として

金 澤 宏 明

要 旨 本研 究 はア メ リカ南部 アラバ マ州 選 出 ジ ョン ・T・ モー ガ ン上 院議 員(John

TylerMorgan1824-1907,民 主党)を 取 り上 げ,彼 の膨張論 とその実践 を考察す る。

その事例 研究 としてハ ワイ併合 を対象 と し,特 に合衆国 によ るハ ワイの人種統合 に焦点

を当て る。 本研究 は彼 を,1)ハ ワイ併合 を主張 した併 合論者 であ り,か つ2)人 種統

合戦 略を提案 し,そ の政策実施 に関与 した点を考 察 し,ハ ワイ併合問題を再検討す るも

のである。

1893年 のハ ワイ革命後,上 院外交委員会 議長 であ ったモーガ ンは 『モーガ ン ・レポー

ト』 を取 りまとめ,併 合促進の ためハ ワイ革命を肯 定 した。彼 は,ア メ リカ市民 がキ リ

ス ト教 とア メ リカ文明 によって非 白人 であ るハ ワイ人を文明化 した と指摘 し,ハ ワイ併

合 のため彼 らに対す る人種差別 に反対 した。 加えて,彼 は東洋人移民が アメ リカの人種

的偏 見に よりハ ワイ併合の障害 になるこ とも認識 し,彼 らを参政権か ら排除 するこ とを

主 張 した。 モーガ ンは 白人 とハ ワイ人 中心 の政府を樹立 し,そ の障害 となる東洋人 種を

排 除す る人種統治戦略 を提起 したのである。

日本人 移民の急増が明 らか になる と,マ ッキ ン リー共和党政権はハ ワイ併合 を改 めて

促進 したが,東 洋人が併合の阻害要因 とな った。 しか しなが ら,ハ ワイのプラ ンテー ショ

ンは安価 な労働者であ る東洋人 を排 除する ことが不可能であ った。 この問題解決 のため

に採 用 されたのが モー ガンの提示 した統治 戦略であ った。言語規定 などを口実 とした参

政 権か らの東洋人排 除はハ ワイ併 合法 で も採 用 され,1893年 に併 合が達成 され た。 こ

の戦 略はハ ワイ準州憲法 に も明文化 され,連 邦議会はモ ーガ ンが唱道 した人 種統治 を具

体 的な政策 と して実施 したのである。

キー ワー ド:ジ ョン ・T・ モーガ ン,ア メ リカ帝 国主義,ハ ワイ併合,黄 禍論,合 衆国

市民権

序 論

本 稿 は ア メ リカ南 部 ア ラ バ マ州 選 出 の ジ ョ ン ・T・ モー ガ ン上 院 議 員(JohnTylerMorgan,

民 主 党)を 取 り上 げ,世 紀 転 換 期 の ア メ リカ 海 外 膨 張 に お け る彼 の膨 張論 とそ の 実 践 を 考 察 す

る。 そ の 実 証 研 究 と してハ ワイ併 合 問題 を 対 象 とす る1)。
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モーガンは中央アメリカの 「地峡運河計画の父」 として連邦議会において著名な膨張論者で

あり,ハ ワイ革命が勃発 した1893年 に上院外交委員会の議長であった。本研究の最終的なね

らいは,こ のモーガンを,南 部利益を促進するため,ハ ワイなどの海外市場の中継地点や石炭

供給港の獲得 ・維持,フ ィリピン,プ エル ト・リコなどの島喚の獲得,中 米地峡運河の建設,

またそれらを保護する目的で海軍増強 と海軍基地獲得などを唱導 した膨張論者であったと提起

することである。またその過程で,彼 の膨張論が相互補完的な関係を持っており,彼 が南部ア

ラバマ州の発展を唱導 したセクショナリス トであり,綿 花や鉄鋼など南部の過剰生産品のはけ

口として海外市場の確保を望んでいたことを論証する。その事例研究として,本 稿ではハワイ

併合問題を取 り上げ,次 に挙げる三点を中心に考察する。第一に彼はハワイ併合を主張 した併

合論者であった。第二に上院に併合支持を主張した 『モーガン・レポー ト』を提出し,ハ ワイ

の統治問題に関与 した。第三に併合後の統治政策を調査 ・策定するハワイ委員会に所属 し,当

時のマ ッキンリー共和党政権の海外膨張構想を支持 し,対 ハワイ政策決定過程において主要な

役割を果た した2)。

モーガ ンに関する先行研究は,彼 の対ハワイ政策決定過程への関与を扱 っているものの,彼

の膨張論を実証的に研究 していない3)。またハワイ併合問題は19/20世 紀転換期の合衆国海外

膨張及び外交研究において極東への飛び石としての重要性は指摘されながら,ハ ワイ史研究に

おいて行われてきたような,日 本人移民脅威論や本研究で扱う人種統治政策,ま たアメ リカ市

民権の非白人への付与などハワイ独 自の問題についての研究は少ない4)。このような外交研究

史上の欠落部分を補うため,本 稿ではアメリカの海外膨張研究におけるハワイ併合政策決定過

程をモーガンの膨張論と人種統治政策の側面を中心に,そ の重要性を再検討するものである。

1章 ハ ワイ革 命 と 『モ ー ガ ン ・レポー ト』 の人 種 統 治 戦 略

1一]ハ ワイ 革 命 と ア メ リカ政 府 の 併 合 議 論

ハ ワ イ は太 平 洋 中 央 部 に位 置 し,ポ リネ シ ア系ハ ワイ 人 が 王 国 を 維 持 して い た。 ハ ワイ王 国

と ア メ リカ 合 衆 国 の 間 で しば しば併 合 交 渉 が 行 わ れ た が,ほ とん どが そ れぞ れ の ハ ワ イ国 王 の

短 期 的 政 策 で あ り,合 衆 国 政 府 及 び連 邦議 会 で本 格 的 に議 論 され る こ と はな か っ た。 実 際 に具

体 的 な併 合 に至 る議 論 が な さ れ た の は,ハ ワイ革:命以 降 の こ とで あ る5)。

1893年1月,ハ ワ イ 在 住 の 白人 勢 力 の 台 頭 に危 機 感 を 抱 い た ハ ワ イ王 国 の リ リ ウオ カ ラ ニ

女 王(LydiaKamekahaLiliuokalani)が,突 然 新 内閣 の 組 閣 と議 会 の封 鎖 及 び新 憲 法 の公

布 を宣 言 した た め,ア メ リカ系 白人 を 中心 と してハ ワイ革 命 を 引 き起 こ した 。 白人 秘 密 結 社 併

合 ク ラ ブ(AnnexationClub)の 指 導 者 で あ った サ ー ス トン(LorrinA.Thurston)が 率 い

る革 命 委 員 会 の 依 頼 を 受 けて,駐 布 米 公 使 ス テ ィー ブ ン ス(JohnL.Stevens)は,ハ ワ イ に

停 泊 して い た ア メ リカ軍 艦 σSSボ ス トンに革 命 の 保 護 を 要 請 した。 ア メ リカ海 兵 隊 は ホ ノル
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ル に上 陸 し,ま た 公使 は革 命 派 白人 の樹 立 した ハ ワイ暫 定 政府 を 本 国 の 受 諾 を得 る こと な く承

認 した の で あ る6)。

ハ ワイ暫 定 政府 は ハ リソ ン共 和 党 政 権 に合 衆 国 へ の併 合 を打 診 した 。 ハ リソ ン大 統 領(Ben-

jaminHarrison)は 民 主 党 の 支 援 が 必 要 で あ る と考 え,フ ォ ス タ ー 国 務 長 官(JohnW.Fos-

ter)に,有 力 な 民 主 党 議 員 で あ った モ ー ガ ン と協 議 す る よ うに 指 示 した。 モ ー ガ ン は上 院外

交 委 員 会 の長 年 の 委員 で あ り(こ の 時 期 議 長 職),膨 張 論 者 か つ ハ ワ イ併 合 論 者 と して 知 られ,

民 主 党 の 助 力 を 得 る の に最 適 の 人 物 で あ った。 彼 は併 合 に対 す る議 会 の 反 応 に 楽 観 的 で あ っ

た7)。2月 に大 統 領 は ハ ワ イ暫 定 政 府 派 遣 団 と併 合 条 約 を 締 結 し,そ れ を上 院 に提 出 した 。 上

院 外 交 員 会 は,強 硬 な 反併 合論 者 で あ っ た グ レイ(GeorgeGrey,デ ラ ウエ ア,民 主 党)を の

ぞ い て,賛 成 多数 で 上 院 へ 報 告 した 。 しか し,2月 後 半 に な る と次 期 民 主 党 大統 領 ク リー ブ ラ

ン ド(GroverCleveland)と 国 務 長 官 に 就 任 が 予 定 さ れ て い た グ レ シ ャ ム(WalterQ.

Gresham)の 会 談 が もた れ,民 主 党 議 員 を 中 心 に 併 合 反 対 論 が 起 こ った 。 ハ リ ソ ン大 統 領 が

任 期 終 了 間 際 だ った た め議 会 で は 十 分 な 論 議 が な され ず,批 准 は ク リー ブ ラ ン ド政 権 まで もち

こ され る こ と に な った の で あ る8)。

3月4日 に大 統 領 に就 任 した ク リー ブ ラ ン ドは,直 ち に ハ ワイ の 現 状 と革 命 時 の ア メ リカ海

軍 の 役 割,及 びハ ワイ人 と白人 の併 合 に対 す る意 識 を調 査 す る た め,前 下 院 外 交 委 員 会 議 長 で

あ っ た ジ ェー ム ズ ・H・ プ ラ ウ ン ト(JamesH.Blount,1837-1903)を 彼 自身 の 権 限 で 全 権

特 使(SpecialCommissioner)と してハ ワイ へ 派 遣 した 。 彼 の 報 告 書 『プ ラ ウ ン ト ・ レポー

ト』 は,ハ ワ イ革 命 に お い て ア メ リカ海 軍 が 利 用 され た こ と,ス テ ィー ブ ン ス公 使 が 独 断 でハ

ワイ 暫 定 政 府 を 承 認 した こ と等 を報 告 し,ハ ワ イ革 命 を 不 当で あ る と断 定 した9)。 ク リー ブ ラ

ン ド政 権 は こ の報 告 書 と リ リウ オ カ ラ二 元 女 王 か らの 嘆 願 に依 拠 し,ハ ワイ を革 命 以 前 の 状 態

に戻 す 王 政 復 古 政 策 を決 定 した。 しか し,元 享 王 はハ ワ イ革 命 参 加 者 へ の無 条件 恩 赦 とい う条

件 を 拒 絶 し,ま た 併 合 を望 ん で い た暫 定 政府 も ク リー ブ ラ ン ド政 権 を 内政 干 渉 と批 判 した こ と

か ら,こ れ は失 敗 した10)。

12月 上 旬,ボ ア上 院議 員(GeorgeF.Hoar,マ サ チ ュ ー セ ッツ,共 和 党)は 大 統 領 に 対 し

ハ ワイ 併 合 問 題 につ い て政 府 の政 策 決定 過 程 が 不 透 明 で あ るた め,未 公 表 の ハ ワイ暫 定 政 府 と

の 通 信 文 な ど公 文 書 を 開 示 請 求 す る 決議 案 を議 会 に提 出 した。 さ らに,彼 は大 統 領 の プ ラ ウ ン

ト任 命 権 と彼 の 全 権 特 使 と して のハ ワイ で の 活 動 の 法 的 根 拠 を 問 い た だす 決 議 を 通過 させ,議

会 で 政 府 の 対 ハ ワ イ政 策 へ の 反 対 が 醸 成 され た'1)。と い う の も反 併 合 論 者 は ハ ワ イ の 「併 合」

は 望 まな い が,海 外 市 場 へ 接 近 す る 中継 地 点 とな るハ ワイ の 「保 護 」 を望 ん だ た め で あ っ た。

彼 らは領 土 併合 に反 対 しつ つ も,実 際 には海 外 市 場 の 獲得 を望 ん で い る実 質 上 の 膨 張論 者 で あ っ

た。 ハ ワイ の 保 護 は,併 合 論 者 ・反 併 合 論 者 の 双 方 に と って 望 まれ た の で あ る12)。

この よ うな ク リー ブ ラ ン ド政 権 の王 政 復 古 政 策 へ の 非 難 が 高 ま る 中,上 院 外 交 委員 会 議 長 の
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モ ー ガ ンは,プ ラウ ン トの ハ ワイ 滞 在 と そ の ヒア リ ング対 象 に疑 問 が あ る こ とか ら,議 会 に再

調 査 を 行 う決 議 案 を 提 出 した(12月20日)。 この 決 議 が 可 決 さ れ た 後,モ ー ガ ンは6週 間 に

わ た る公 聴 会 や 調 査 を行 い,報 告 書 『モー ガ ン ・レポ ー ト』 を取 りま とめ た13)。

『プ ラ ウ ン ト ・レポ ー ト』 と 『モ ー ガ ン ・レポ ー ト』 が 公 表 さ れ た後,タ ー ピー上 院議 員

(DavidTurpie,イ ンデ ィア ナ,民 主 党)は ハ ワイ 併 合 が 合 衆 国 の大 陸 内膨 張 とい う政 治 的 伝

統 とは一 致 せ ず,ま た一 方 で ハ ワイ に対 す る合 衆 国 以 外 の 干 渉 を否 認 す る決議 案 を 提 出 した 。

こ の決 議 案 は,王 政 復 古 を否 定 した上 で,外 国 政 府 のハ ワ イ介 入 を許 さ ず ハ ワイ の 現状 維 持 を

追 認 す る,反 併 合 と保 護 の両 者 の主 張 を 含 む 形 で 修 正 され 成 立 した。 そ の結 果5月,連 邦 議 会

で のハ ワイ 併 合 論 争 は棚 上 げ とな った1%

1-2モ ー ガ ン ・レポ ー トの 人 種 統 治 戦 略

1893年 に勃 発 した ハ ワイ 革 命 が そ の後 の ハ ワ イ併 合 問 題 に与 え る影 響 と して,特 に次 に 挙

げ る二 点 が考 え られ る。 一 つ は ア メ リカ 系 パ オ レを 中心 と した ハ ワ イ暫 定 政 府 が後 の共 和 国 政

府 樹 立 に つ な が った こ とで あ り,こ れ は併 合 促進 に と って 有 利 な 状 況 を生 み だ した。 他 の一 つ

は,革 命 へ の ア メ リカの 関 与 を調 査 した レポ ー トが ア メ リカ の ハ ワ イ併 合 論 者,反 併 合 論 者 の

主 要 な 意 見 を代 弁 し,ア メ リカ議 会 で の論 争 とア メ リカ の 対 ハ ワ イ政 策 決 定 過 程 を考 察 す る上

で 重 要 な地 位 を 占め る こ とで あ る。 特 に 『モ ー ガ ン ・レポ ー ト』 に関 して は,本 稿 は併 合 を促

進 す る議 論 を推 進 した だ けで な く,具 体 的 な ハ ワイ 併合 後 の統 治 の 問 題 を 提 起 した レポ ー トと

して 捉 え る必 要 が あ る とい う点 を再 評 価 した い。

『モ ー ガ ン ・レポ ー ト』 の 目的 は,歴 史 家 ラス(WilliamA.RussJr.)が 指 摘 した よ う に,

ハ ワ イ併 合 の 促 進 に有 利 な 状 況 を 現 出 させ る こと にあ っ た。 『モ ー ガ ン ・レポ ー ト』 で 証 言 す

る ほ とん ど の証 人 が,ハ ワイ 暫 定 政 府 の構 成 員 を含 む ハ ワイ併 合 論者 で あ っ た。 そ の た め,同

レ ポー トは 『プ ラウ ン ト ・ レポー ト』 が ス テ ィー ブ ンス公 使 の暫 定 政 府 承 認 とハ ワ イ革 命 に お

け る海 軍 の利 用 を不 当行 為 と した の に対 し,駐 布 公 使 の 行 為 及 び ボ ス トン艦 長 ウ ィル ツ(G.C.

Wilts)の ・行 動 は,ア メ リカ市 民 の生 命 と財 産 を守 る正 しい 判 断 で あ った と した。 ア メ リカ は

常 に ハ ワ イ に お い て宗 主 権 を 持 ち,ハ ワイ に お け る独 自の干 渉 権 限 を ステ ィー ブ ンスが 行 使 し

た と断 定 し,ハ ワイ革 命 勃 発 が リ リウオ カ ラ ニ女 王 自身 の行 動 に よ って 引 き起 こ され た とす る

元 公 使 の見 解 を 擁 護 した の で あ る。 つ ま り,『 モ ー ガ ン ・レ ポ ー ト』 は ハ ワ イ王 朝 の 消 滅 を 宣

言 し,王 政 復 古 が行 わ れ れ ば,ハ ワ イ で の ア メ リカ支 配 を維 持 で きな い と主 張 し,ハ ワ イ革 命

を肯 定 した の で あ った。

一 方
,こ の レポ ー トは,ま た プ ラ ウ ン ト全 権 特 使 の任 命 問題 と調 査 方 法 及 びそ の 対 象 を否 定

し,ク リー ブ ラ ン ド大 統 領 の ハ ワ イ特 別 演 説 を批 判 した。 そ の た め 『モ ー ガ ン.・レポー ト』 は

プ ラ ウ ン ト派 遣 の正 当性 とそ の報 告 内 容 を 問 題 に した。 す な わ ち,大 統 領 と国 務 長 官 が ハ ワ イ
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併合に反対するため,調 査開始以前にプラウン トに併合反対の結論を導き出すように示唆して

いたのではないかと疑念を提示 したのである。 しか し,プ ラウントは大統領が彼を派遣する以

前から反併合ないし王政復古政策を決定 していたとは聞いていなかったと証言 した'5)。

次いで,レ ポー トは女王が新憲法を公布 しようとした試みに対 してパオレらが革命を起こし

たことを指摘 し,女 王の行為それ自体がハワイ議会やハ ワイ市民の信頼を裏切る 「革命的行為」

であると批判 した。ハ ワイ革命勃発以来ハワイは無政府状態であり,市 民は危険にさらされて

いたため,ア メリカ海軍の上陸はアメリカ市民の生命と財産を保護するために必要な行為であっ

たとするのである。すなわち,ウ ィルツ艦長による海兵隊の派遣は無政府状態の収拾に目的が

あ り,革 命運動を援助 しハ ワイ併合を促進す る意図はなかったとレポー トは断定 したのであ

る16)。

また 『モーガン・レポー ト』は,女 王に協力 した新内閣のメンバーも同罪であったと指摘し

た。そ して 『プラウント・レポー ト』がこれらの人物を調査対象 としたため,ハ ワイ王朝派の

意見を反映することになり,結 果的にプラウン ト及び大統領を誤 った政策へと導いたと主張し

たのである。モーガンはハワイに住むアメリカ人が暫定政府を支援すべきであると宣言 し,

「西半球のいかなる王朝においても王冠が落ちたときそれは砕 け散 り,王 位が去ったときそれ

は永遠に失われるのである」 と述べ,ハ ワイ王朝の崩壊とパオ レ社会によって主導 された暫定

政府を支持 したのであったL7)。

さらに,こ のように併合促進する上で,・この レポー トは先行研究で留意 されなかった重要な

提言を行っている。モーガンはレポー トの中で,ハ ワイにおいて 「知恵,慈 悲,キ リス ト教の

信念,立 憲政府への愛(aloveofconstitutionalgovernment)を もってアメリカ市民が,

明文化された憲法の下で忍耐強 く,苦 心 しながらハワイに文明の力を付与 した」 と指摘 し,ハ

ワイがキリス ト教 とアメリカ人によって文明化されていたと評価 しだ8)。彼は,ハ ワイに住ん

でいるハワイ人のことを指すカナカ(Kanaka)と いうハワイ語を用いなが ら,文 明化 しアメ

リカ化 した 「カナカ」国民に対する人種的な差別に反対 したのである。その上で彼はアメリカ

の通商的 ・軍事的 目的を念頭 に,合 衆国が米布互恵条約(1875年)で 外国勢力 によるハワイ

併合と政治的支配を排除することを既に明言 していたと述べた。その意味では,ハ ワイに対す

る合衆国の態度は友好的な保護者 の態度であ り,互 恵条約の更新条項(1887年)で 約定した

排他的なパールハーバーの租借権を持ったアメリカが,ハ ワイに干渉する特権を保持していた。

こうした特別な関係の中で,モ ーガンはハワイの併合が可能であると考えていたφである且%

加えて,レ ポー トの中で必ずしも大きな位置を占めたわけではないが,併 合促進の大 きな障

害となった人種問題について 『モーガン ・レポー ト』はその解決策を提案 した。モーガ ンはハ

ワイにおける中国と日本からの労働移民が,ア メリカの人種偏見により,併 合の障害になるこ

とも認識 し,白 人 とハ ワイ人の利益を慎重に保護する必要性を指摘 した。そのため彼は 「中国
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人 と日本人は有権者,な いし官公吏として政治に参加することから除外」 されると主張 した。

すなわちモーガンはハワイ併合を促進するために,白 人とハワイ人中心の政府を作るべきであ

り,そ の障害 となる東洋人を参政権か ら排除するという統治戦略を 『モーガン ・レポー ト』の

中で提起 していたのである。そ して,こ こで提案されたハワイ人への肯定的な評価と東洋人労

働移民を排斥する主張は1897年 の併合促進議論の再開か ら併合を経て,1900年 のハワイ準州

基本法制定議論にいたるまで,大 きな焦点として取 り扱われたのであった20)。第II章 では 『モー

ガン ・レポー ト』で提起 されたこの人種統治戦略が政策として採用された過程を検証する。

D章 ハワイ併合 における人種統治政策

皿一1ハ ワイ人へのアメ リカ市民権付与

ハ ワイ併合問題研究において,1898年 のハ ワイ併合から1900年 基本法制定及び準州政府成

立期に至る期間は重要である。 この時期は合衆国がハワイ統治の問題を考慮 し,そ の政策を形

成 した期間だか らである。また,合 衆国が採用した統治戦略が世紀転換期のアメ リカ帝国主義

の対外政策における試金石であったことも考慮すべきである。本章では,こ うした意味を持つ

モーガンの人種統治戦略がマ ッキンリー政権によって政策 として採用 された過程を検討するz)。

連邦議会におけるハワイ併合論争において,し ば しばハワイの多元的な人種的要素が議論 と

な った。アメリカは大陸膨張をしつつ新たな領土を獲得 してきたが,海 外領土において多くの

非白人人種をアメリカに編入する経験を してこなかった。ハワイにはポリネシア系ハ ワイ人及

び西欧とアメ リカか ら移民 した白人がいた。またハ ワイ王国は1852年 憲法で奴隷禁止を規定

していたため,ハ ワイ経済の中心であった砂糖黍プランテーションの安価な労働力として,初

期には中国か ら,1890年 代からは日本か ら契約労働移民が流入 していた。ハ ワイ併合にはこ

うした多元的な人種的要素を解決する必要があった22)。

ハ ワイ市民権の変遷はハワイの西洋化の流れを受けた1840年 の憲法成立に始まった。その

後,各 政権の権力構造と白人組織の勢力均衡が,ハ ワイでの参政権付与条件に影響を与えた。

40年 憲法でハ ワイ王朝は立憲君主制国家となったが,近 代憲法としては不十分であったため

1852年 に憲法を改正 した。この新憲法は有権者をハワイに在住する全男性市民とし,大 幅に

市民権を拡大 したお)。1864年憲法では王権 と内閣の強化がおこなわれ,参 政権付与に制限が設

けられた。有権者は読み書きが出来 ることに加え,あ る程度の不動産を所有 していることを条

件 としたのであった24)。その後,ハ ワイ人有権者が増大 したため,1874年 に64年 憲法を改正

し,再 び土地所有を条件 としない成年男子普通選挙制へと戻 している25)。カラカウア王は治世

の前半期 この憲法を保護 したが,後 半になると白人社会に依存 しないハワイ人国家の強化を望

んだため,白 人秘密結社や武装集団は白人に有利な新憲法の制定を強制 し,1887年 憲法を成

立させた。 これは64年 憲法を修正 した もので,新 憲法に従 うことを宣誓すれば欧米生まれの
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外国人居住者にも選挙権が認められるようになった%)。その一方で,87年 憲法は選挙権資格に

資産条件を再び付加 し,そ の内容を厳 しくしたので,ハ ワイ全人口の約三分の二が有権者か ら

排除された。そのほとんどは大多数のハワイ人とほとんど全ての東洋人であった幻)。

ハ ワイ革命後に成立 した暫定政府は1894年 に新憲法を採択 し,ハ ワイ共和国を樹立 した。

これはアメリカ合衆国へのハワイ併合を意図 した共和国家であったが,そ の憲法制定において

重点を置かれたのが参政権の問題であった。特に日本人移民が増大 してお り,既 に多 く流入 し

ていた中国人移民とあわせて,東 洋人を参政権から排除することがハワイ共和国で課題 となっ

た。東洋移民の退去はその問題解決策 とはならなかった。というのもハワイ経済界はプランテー

ションの低賃金労働者 となる東洋人移民を必要 としていたか らである。この解決策 として採用

されたのが,東 洋人要素がハワイに流入 しても脅威 とならないような条項を挿入することであっ

た28)。

しかし,ハ ワイ王国内で解決された問題が必ずしもアメリカへの併合において解決されたわ

けではない。事実夕一ピー決議によってハワイ併合議論が棚上げになった後,ハ ワイの併合ま

で4年 という期間が必要になった。歴史家オズボーンはハワイ併合に対 して革命期からニュー

ランズ併合決議までの間,連 邦議会に人種議論に基づいて根強い併合反対論が存在 したことを

指摘 している。併合論者は連邦議会での併合論争を有利に展開するため人種問題を解決 しなけ

ればならなかったのである29)。

反併合論者には,ハ ワイ人は黒人 と同様に未開で野蛮な民族であり,ア メ リカ憲法のハワイ

への拡大とその市民権にそぐわないと主張するものもいた。ハワイ併合反対派の新聞の多 くは

社会進化論を援用 しつつ,ハ ワイの 「土着」アジア人の劣等性を訴えた。それらはハワイ併合

によりアメリカの政治に,「 カナカ」「クー リー」など嫌悪される人々が参加することを拒んだ

のである。また,反 帝国主義者の多 くはアングロ ・サクソン人の優越の信念を展開 し,ハ ワイ

の非白人が自治を行えないと考えた3。)。こうした議論はしば しばハワイ人 と東洋人を同一視 し

たのである。

その一方で,グ レシャム国務長官や連邦議員の中には,ハ ワイ人はアメリカ人により文明化

されており,併 合にはハワイ人の国民投票による合意が必要であるとして,反 対するものがい

た31)。この主張は逆説的に,ハ ワイ人の合意による併合が達成されれば,ハ ワイ人 にアメリカ

市民権が付与される可能性を残す ものであった。

併合論者にもハワイ人はいまだに野蛮ではあるが,キ リス ト教によりアメリカ人 と同様に文

明化できると議論するものと,モ ーガ ンのようにハ ワイ人は既に十分に教育水準が高 く,ア メ

リカ憲法 と市民権を付与するのに問題はないと主張するものがいた。前者は人種的優越の観念

を持ち,海 外領土におけるキ リス ト教布教,憲 法の自由という概念の促進,対 象地域住民のア

メリカ化を目的とする人道的帝国主義者であった。彼らはハワイの白人がハ ワイ人の支配に屈
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表1市 民権 ・参政権 に関 する主 な規定 の変遷

憲法名

主 体

施行年
また は
発行年

選挙権 。市民権 に関する条文 など 選挙権 ・市民権に

関連 した意義

1840年 憲 法
議会の開催 と,議 員 の指名,貴 族議員について規定。 王の権力 と機能 を規定 した ものであ

り,こ れ によ りハ ワイで初 めて立 法
ハ ワイ王 国 1840年 君主制が成立。この後の法整備と併
カメハメハ3世 せ て,15人 の世 襲議 員 と7人 の貴

族議員か らな る議会 を開催。

夢12裟 奴隷制 度は,ど の ような状況の下 にあ ろうとも, 二院制を規定 し,そ の有権者 はハ ワ
ハ ワイでは許容 され ない。 奴隷 がハ ワイ領域 に入 る場合, イに在住す る全男性市民 と した。 ま
常に彼は 自由 にな る。王支配領地 へ奴隷 を輸入 する者 は, た奴隷禁止条項を含んだ。

1852年 憲法

ハ ワイ王 国

カメハメハ3世

1852年

常に この領域 におい て市民権利 を剥奪 される。(後 略)
第19条 国民による選挙はすべて秘密投票によって行われる。

第Z9炎 ハ ワイ生 まれ及 び帰化 にかかわ らず,王 の もとに
あるすべての男性市民 は,ま た税 を納付 し,20歳 に達 し,

選挙 期 日の一年以上 前からハワイに居住する王国のすべての
住人 は,選 挙 後3か 月以上居住 する地区 において立候補者
への投票権,な い し立候補する権利 を獲得 する。

夢62裟 王 国の男性市民 で,税 を納付 し,20歳 以上 であ 52年 憲法 破棄。 王 権 と内閣 の強化
り,選 挙以前 に1年 間王国 に定住 してい るもの,ま たこの が おこなわれ,議 会 も一院制 に制限

1864年 憲法
王国 の不動産 を所有 し150ド ル以上 の土地財産が あるか,

毎年25ド ル以上 の借地 賃貸収入 を得てい るもの,な い し
された 。 また選挙権 付与 に制 限が

設 け られた。有権者 は識 字能力があ
ハワイ王国 1864年 は任意の財産あるいはある正当な雇用に由来した毎年最低 ること,あ る程度 の土地 を所有 して
カメハメハ5世 75ド ル以上の収 入が ある もの,そ して識 字能力 を有す る いることを条件 と した。

もの,ま た1840年 以 降に生 まれ法の定 め るところによ り

彼の居住す る地 区の投票者 リス トに姓名を登録 して いるも
の は,そ の地 区の立 候補者 に投票す る権 利を獲得す る。

窮62裟 ハ ワイ,ア メ リ カ,あ る い は ヨ ー ロ ッパ で 生 ま 64年 憲法を修正 した もので,王 の個
れたか,王 国 に居住 するその系統であるすべての男性市民 人的指名 による内閣の組閣を廃止 し,
で,ま た貴族 の選 出に規 定 された方法において,憲 法およ 内閣は議会 に責任を負うもの とした。

1887年 憲 法
び法 に対 して忠誠 を誓 った もの,税 を納 付 し,20歳 以上

であ り,そ して選挙 に先行 して1年 間王 国に定 住 してい る
議会 は二院制で,貴 族院 は6年 任期
の代表 を選挙 によって選 出す る制度

ハ ワイ王 国 1887年 もの,ま た1840年 以降 に生 まれ た場合,ハ ワイ語 。英 語 に変更。新憲法 に従 うことを宣 誓す
カラカウア王 あ るいは特定 のヨーロ ッパ 言語 が識字可 能であれば,法 に れば欧米生まれの外国人居住者にも

基づいて彼の住 む地 区において姓名を登 録 していれば,立 選挙権が認め られ た。一方,選 挙権
候補者に対 して投票す る権 利を得 る。 資格に厳しい土地所有制度を再び付

加 したので,ハ ワイ人 口の約三分 の
二 が有権者か ら排除 され た。

知恵,慈 悲,キ リス ト教の信念,立 憲政府への愛(alove ハ ワイがキ リス ト教 とアメ リカの文

『モー ガ ン 。 Qfconstitutionalgovernment)を もつ ア メ リカ市 民 が,明 明によって文明化 され た地域と定義。

レポート』

米国連邦
上院

外交委員会

1893年

文化された憲法の下で忍耐強 く,苦心 しなが らハ ワイに文 明
を付与 した。

人種 の区別 は,カ ナ カ(Kanaka)国 民 ない しハ ワイ人 に
関 して行われ るべ きではない。 しか し,中 国人 と日本人は,

投票 者ない しは官公吏 と して政治 に参加す ることか ら排 除

米 布互恵条約以降,米 布間 に他 国と
の間にはない特別な関係が あったと

した。 また,人 種統治戦略 と して中
国人 と日本人の参政権排除 を主張。

されるべきであ る。

ニ ューランズ

併合 法

米国連邦
1898年

アメ リカ法 によ って現存す る,な い し今後許可 され る可能

性 のある状 況を除き,ハ ワイへの 中国人 の移民 は行 われな
い。 中国人移 民は以上に よって いかなる理 由においても,

合衆 国連 邦議 会ハ ワイ併合決議。両
院合同決議と して可決。『モーガ ン・
レポー ト』 で議 会に提議 され た人種

両院議会 ハワイ諸 島か らアメ リカに入国す ることを認め ない。 統治戦 略を採用 した。

蔚4炎,槻 麓 ハワイ共和国の市民に合衆国市民権
▼ 1898年8月12日 にハ ワイ共和 国の市民 であ った人間 はす を付与。『モ ーガ ン ・レポ ー ト』 ニ ュー

ぺて合衆 国の市 民であ りかつハ ワイ準州の市民で あること ランズ法に記載された人種統治戦略
を宣言 され る。 を採用。言語規定 によ り,事 実上東
ハ ワイ諸 島において1898年8月12日 にそ こに居住す る, 洋人種 を排除。
ない しそれ以 降そこに居 住す る合衆国の市民すべて と,ハ

基本法 ワイ準州 においてこれ以降1年 にわ たって居住す るで あろ

(Organic

Act)

ア メ リカ

連 邦 政 府

1900年

う合衆国の市民 すべてはハ ワイ準州の市 民 とな る。

夢60炎,ア 院譜 会 への籐 の鮪
下院議会への投票 資格 を獲得す るために市民は以下を要件
とす る。
1:合 衆 国の市民であ るもの

2:準 州 に1年 以上居住 してい る もの。 登録 に先立 って下

院議 会の選挙地区 に3カ 月以上登録を しているもの
3:21歳 以上 である もの

4:そ れ ぞれの選 挙 に先立 ち,法 による期 間の間 に,彼 の

住む地域で姓名を下院議会投票登録を しているもの
5:英 語 ない しハ ワイ語の識字が できるもの

典 拠:KingdomofHawaiiConstitutionof1840;Kingdom(ゾ 血 ωαf∫Coπs'伽'`oη(ゾ1852rConstitution1(初g伽 加(ゾ
Hawaii(ゾ1864,ノ17η θ雇 η3θη`(ゾ κfηgdoη30fHawaiiConstitution(ゾ1874∫ConstitutionKing〔Son(ゾ 磁 ωα乞fo/

1887;UnltedStates.Congress.Senate .53rdCongress,Reportno,227.(ハ?organRのoπ),21;U.S.55thCon-

grgss,2dSesslonSenate.DocumentNo.109.,Coπs`伽'ゴoη ∫(ゾHawaii(WashingtonD.C.,1898);U.S.Senate,

ノαη'Resolution/1η ηθエ勿gHawaiitctheUnitedState:(NewlandsResolution)ResolutionNo.55.July7,
1898:20Staち750:2Supp.R.S=395;RalphS.Kuykenda11 ,ConstitutionsoftheHawaiianKingdom,Papers
oftheHawaiianHistoricalSoα θ`y,No.21(1940);U .S.,Organic/1α,ActofApri130,1900,C339,31Stat141 .
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したならばハ ワイは即座に破滅へと向かうと断定 し,ま た東洋人移民の流入と混血によりハワ

イ人が将来絶滅す る可能性があ り,そ れを救うための唯一の手段としてハワイを合衆国へ併合

することを主張 した32)。彼 らの中には,ハ ワイへ大量の白人移住が人口割合における白人の不

利を解決できると考え,ハ ワイ人の人口数はアメリカ国民にとって脅威にな らないと論 じるも

の もいた。またハワイの法律が中国人労働者に対 して合衆国の法律と同様に移民制限を行 って

おり,将 来的にはハワイは白人州になるであろうという希望的観測を持 った併合論者 もいた鋤。

教育水準の高さやキ リス ト教の受容な どか らハ ワイ人を文明化された人種であると考えた後

者の併合論者は,彼 らを市民権付与に適合 した人種であると捉えた。特に,ハ ワイ人の文明化

の議論に関係 してハワイ人の教育程度が遡上にあがった。ハワイにおける西洋的教育が始まっ

たのは,ニ ューイ ングラン ドからアメ リカ海外伝道評議会宣教師が訪布 した1820年 か らであ

る。宣教師団はハワイ人をキリス ト教化 し,ア メリカ化する使命感をもち,彼 らの風習 ・生活

をアメリカ人の水準に引き上げることに一つの目標をおいた。ハ ワイ語には文字がなかったた

め,彼 らはハワイ人の教育のためアルファベ ッ'トによるハ ワイ語を考案 した。1830年 代には

ハワイ語による新聞を刊行 し,聖 書を出版するなど,表 記化されたハワイ語は急速に普及 した。

また,内 閣における教育大臣の設置,1850年 の教育法の制定,1859年 の読み書きや算数の義

務教育化 と諸学校の設立など,ハ ワイでの教育体制が確立 した鋤。

こうした事態を背景に,宣 教師はハワイ国王や族長,内 閣の相談役として内政に接近 し,次

第にハワイ社会に影響を及ぼすようになった。ハワイではりホ リホ王の時代に伝統的なカブ制

度(Kapu)が 廃止 されたばか りであった。 この後,徐 々にハ ワイの王族や貴族はカブに変わ

るものとしてキ リス ト教を採用 していき,ハ ワイ社会に拡大した。 このようにして,ハ ワイの

読み書き能力及び教育体制の充実とともに,キ リス ト教もハワイにおいて広 く受容されていっ

たのである35)。

この教育水準の高さとキリス ト教受容が,ア メ リカのハワイ併合論争においてハ ワイ人が自

治の可能な人種であるという議論を促進 した。強硬な膨張論者であったグロスヴェナー下院議

員(CharlesH.Grosvenor,オ ハイオ,共 和党)は,セ ンサスによればハワイ人の6歳 児の

識字比率が85%で あり,学 校在籍率が81%で あることを指摘 した。また教育義務が徹底され

てお り,世 界でもトップレベルの教育水準であったことを示 し,ハ ワイ人の教養の高さはアメ

リカ市民権に適格すると主張した36)。

このような教育水準の高さとキ リス ト教受容の普及によって,ハ ワイ人を劣等人種であると

みなす議論が成立 しなくなり,彼 らが自治能力のある人々であり市民権を付与するのに値する

人種であるという主張が広がった37)。このことは逆説的に,ア メリカの帝国主義運動において,

白人の使命=文 明化とキ リス ト教化の影響の大きさを示唆している。

以上のように,併 合の賛成派 ・反対派の双方がハ ワイ人を文明化あるいは非文明の状態にあ
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るとそれぞれ主張し,併 合と反併合に都合の良いレトリックとして利用 したのであった。また

併合論者はいずれも,上 記のようにハ ワイ人が現段階ないし将来においてアメリカ市民権付与

に適格であると議論 した。反併合論者のハ ワイ人=野 蛮という主張以外は,ハ ワイ併合にはハ

ワイ人への市民権付与が認められるという点では大筋で一致をみたのであった。

表 皿一1ハ ワイの学校数,教 諭数,生 徒数(1896年)

学校数 男性教諭 女性教諭 教諭総計 男生徒 女生徒 生徒総計

公立学校 132 lll 169 280 5,754 4,435 10,189

私立学校 63 72 130 202 1,994 1,840 3,834

総 数 195 183 299 482 7,748 6,275 14,023

表H-2学 校数 ・教諭数1に 対 しての生徒数の平均値(1896年)

学校数 教諭数

生徒数(公立) 77.18 36.38

生徒数(私立) 60.85 18.98

総 数 71.98 29.05

表H-3人 種別学校在籍生徒数(1896年)

人 種 男生徒 女生徒 総 計

ハ ワイ人 3,048 2,432 5,480

混血 ハ ワイ人 1,152 1,296 2,448

アメ リカ人 219 198 417

イギ リス人 105 151 256

ドイツ人 152 136
.288

ポル トガル人 2,066 1,534 3,600

スカ ンジナ ビア人 51 47 98

日本人 242 155 397

中国人 641 280 921

南海諸島人 15 13 28

他の外国人 57 33 90

総 数 7,748 6,275 14,023

表 皿一46歳 児 におけるハ ワイ人 の識字能力比率(1896年)

ハ ワイ 語 英 語

純 血ハ ワイ人 83.97% 26%

混 血ハ ワイ人 91.21% 69%

平均値 85.28% α

※ 表 町一2は,そ れぞれの学校 ・教諭が受 け持 つ生 徒数の割合(教 育

水 準)を 検討す るため,学 校数1,教 諭数1に 対 して の生徒数 の平

均 値を算 出 した。 αは算 出データな し。

典 拠:"HawaiiThereissuchathingasanAmericanSpirits"ル 傭c外

画 旋zπ20z4s1)ocπ η2θη`sandSpeechesonCπ6α αη4Philippinesl5

(WashingtonD.C.,G.P.O.,1896-99),10-11;ThosG.Thrum,Ha

ωα蹟zηAlmanacα ηdAnnualfor1898(Honolulu:PressPub・

1ishingCo,,1898),
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D-2ハ ワイ併合 におけるアメ リカ市民権の付与 とモーガンの人種観

歴史家 ウェス トンはモーガ ンを19/20世 紀転換期の最 も著名な帝国主義運動家(lmperial-

isticcampaigner)と 捉えた。 モーガンはハ ワイ併合を合衆国の義務であると考え,併 合が行

われなければ東洋人が移民 として流入 し,彼 らが人口割合において優勢になることを恐れてい

た。そして,ハ ワイ人をそうした状況から守るために合衆国への併合が最適であると主張 し,

アメリカの影響力を拡大すべきであると考えたと指摘 している。 しか し,ウ ェス トンはモーガ

ンのハワイ併合後の統治への関与を分析 していない。以下では彼の統治戦略を検討する鋤。

マッキンリー政権によってハワイ併合条約が連邦議会に提出されると,モ ーガ ンは併合論を

再び強 く促進 し始め,決 議案を作成す るなどその批准に尽力 した。ニューラ ンズ下院議員

(FrancisG.Newlands,ネ バダ,民 主党)は ハワイ併合合同決議案を1898年5月4日 議会に

提出した。東洋人移民の参政権からの排除を盛 り込んだニューランズ法が採択され,ハ ワイ併

合が達成されると'(7月7日),モ ーガンは実際のハ ワイ統治に関与 していった。マッキンリー

大統領は,元 外交委員会議長であったモーガンをハ ワイ委員会の委員として信頼 してお り,ハ

ワイ準州政府の憲法制定委員に任命 したのである。モーガンはこれを受け,ア メリカ議会で司

法問題などを中心にハワイ準州政府成立に関与 し,1900年4月30日 にはハ ワイ準州政府の憲

法といえる基本法が制定されたのであった39)。

ハ ワイにおける市民権付与に関 して,モ ーガンはアメ リカの白人にとって不必要な人種要素

を,参 政権における資格規定の導入により排除が可能であると考えていた。1章 で見たように,

彼は 『モーガン ・レポー ト』の中で併合の際,ハ ワイ人に対 して白人との間で人種差別をしな

いことを主張したが,一 方ハワイ人と東洋人を明確に区別することを重要視 していた40)。

すでに指摘 したように,モ ーガンは,ハ ワイ人は教育程度が高 く,ア メリカ化及びキ リス ト

教化 された人々であると捉えていた。1898年3月 に 『フォーラム』(Forum)誌 に掲載 された

論考の中で,彼 はハワイ併合論を強調 し,王 朝派によるハワイ王国の復活を現出させないため,

「非常に高度な道徳的 ・国家的義務」であるハ ワイ併合を行うべきであると訴える。合衆国と

ハ ワイが 「いかなる他国との間には存在 しない関係を維持 してきた」ので,ハ ワイの政府機能

や領土をアメリカの同意な しに権利譲渡することは出来ないと彼は両国の特別な関係をここで

も主張する。それはハワイで双方の人種の関わりにおいて培われてきた関係によって増強され

たと説明するのである41)。

またモーガンは一般的にハワイ人が清潔で礼儀正 しい 「幸福な人種」であると好意的な見方

を示 した。 さらた,彼 は義務教育の普及や識字率の高さを説明 し,そ れはハ ワイ語のみならず

英語 においてもそうであり,教 育の高水準を主張した。これを根拠にアメリカ系住民によって

キ リス ト教化されたハワイが,合 衆国への併合を望んでお り,そ れを承認すべきであると彼は
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訴える42)。ハ ワイはアメリカ併合に相応 しい地域であり,文 明化 したハワイ人に合衆国憲法を

与え,ア メリカの市民 とすることが可能であるとモーガ ンは強調 したのである。 この意味にお

いて,彼 は全 くの非白人排除論者ではなかったし,ま たハワイ人を野蛮な民族と定義 し,そ の

文明化を唱導す る人道的帝国主義者 とも異なっていた43)。

その上で,モ ーガンは併合後の具体的な統治問題においてどのような政策をもっていたのか。

ハ ワイ併合条約 にマッキンリー大統領が署名 した当日,モ ーガンはハワイ委員会報告書の中で,

参政権と司法権について報告 した。彼はこの中で,1887年 憲法 を支持 し,ハ ワイでの混乱を

避けるためこの憲法を基盤 として制度を作 り,ハ ワイ議会両院の議員立候補資格の財産制限が

さらに緩和されるだろうと述べた。そして,参 政権が過去ハワイ人に対 してこれまで拡大 して

きており,参 政権を享受する市民が増えることは,そ れを取り除 くよりも寧ろ望ましいと主張

し,モ ーガンはハワイ人への市民権付与を強 く肯定 したのであった。彼は参政権に言及 しなが

ら,そ の獲得資格として言語規定と財産規定が過去において要求されたことを指摘 し,実 際に

すべてのハワイ人がこの資格を獲得 したとして資格条件を課すことを提案 した。この財産資格

によって多 くの賃金労働者を,ま た英語かハワイ語の識字資格条項によってハワイで働 く東洋

人を排除することになるのである。

財産資格 に関 しては,モ ーガンはハ ワイ人が過去の憲法において制限選挙を行った経験を理

由に挙げながらも,財 産資格 は今後完全に取 り除かれる時がくるだろうが,現 段階では当分の

間ある程度それらは保持されるべきであるという意見があると報告した。 しかし,彼 は財産規

定を今後強化すべきでないとしている44)。

司法権に関して,モ ーガンはアメリカ連邦法の適用と同時にハワイ領土の司法が必要である

と考えていた45)。憲法や法律の多 くはアメリカ系パオ レの影響を受けて作成されたものだが,

ハ ワイは独立国家として独 自の司法制度を持 っていた4E)。ゆえにハワイの以前の司法制度が,

アメリカ各州の場合のように機能するとモーガンは見なしていたのである。 さらに実際の統治

の面か ら,彼 は司法権の分割を考えた。ハワイの司法制度はアメリカ連邦 レベルと同等の内容

を持つ ものであったが,実 際にはそれを分離分割 し,整 理することによって,準 州司法 と連邦

司法に区分する必要があった。 この利点はハ ワイ準州の司法権が州のそれと同様に独自の司法

を持つことによって,現 実的な問題として本土からの距離をカバーすることにあった。また一

方で,ハ ワイに寄港する船舶は増加 しており,国 際間の利害を裁定 しなければならない事態が

発生する可能性 もあり,こ のような事例に関 しては連邦法 レベルの司法によって解決されるべ

きであるとモーガンは述べている47)。

こうした司法権問題で考慮されなければな らないのは,ハ ワイを合衆国に併合することによっ

て出現 した人種間の問題であった。モーガ ンは,ハ ワイの司法制度が合衆国の司法制度へと転

換する過程の中で,人 種の混在 した陪審制の廃止を取 り上げている。それまでハワイにおいて,
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非ハワイ人の裁判は非ハワイ人の,ハ ワイ人の間の裁判はハワイ人の,ハ ワイ人 と非ハ ワイ人

の間の裁判は両者により平等に構成 された陪審によって裁判が行われていた。彼は人種の混合

した陪審制をやめる代わりに,「肌の色や血を考慮 しないで,英 語を話す合衆国の市民によっ

て構成された陪審員」による裁判制度を作 るべきであり,ハ ワイ人が合衆国の市民になるとき,

そ してハワイ人の大多数が英語を理解す るようになるとき,彼 らの大部分は陪審の席に座 る資

格を有すると論 じたのである。モーガンは,将 来ハワイ人をパオ レと区別する必要がな くなる

ことを示唆 したのであった。 しかし,現 状では,法 律家には全ての裁判所で活動することが許

されている者と下級裁判所でのみ許 されている者の二つの階層があ り,前 者はハ ワイ人を含ん

でいるが主としてアメリカ人であり,後 者はハワイ人であり,こ の段階での区別状況を報告 し

た娼)。

ハワイ委員会のメンバーはその後,実 際に訪布 し,準 州の憲法に当たる基本法を起草 した。

しか し,こ れは即座に議会承認を受けることはな く,二 つの大きな修正を受けた。一つは裁判

官の任命権を大統領が持ち,他 は参政権に対する財産資格を廃止することであった。モーガン

は司法の任命権は地方政府の権利であるとして大統領が保持することに反対 した。 しか し,基

本法を通過させるため,財 産資格の修正については強硬な反論をしていない4!)。併合後2年 経っ

て施行された1900年 ハワイ基本法では,第4条 において1898年8月12日 までにハワイ共和

国市民であったものはアメリカ市民になった。そ して,ハ ワイに在住 していたアメ リカ市民,

もしくは1898年8月12日 以降1年 間以上ハワイに在住 したアメリカ市民は,ハ ワイ準州市民

になることができた。このように,ハ ワイ人にはアメリカ市民権が適用されたのであった。 し

か し,そ の一方で同法により東洋人移民にアメリカ市民権が付与されることはなかった。つい

で東洋人を参政権か ら排除 した過程を検討する。

II-3東 洋人の排除

ハワイ人以外で議論されたもう一つの人種要素がハワイに在住する東洋人労働者移民であっ

た。白人 中心の政府は,当 初から,連 邦政府及び議会は日本人移民の増加を認識 しており,

1896年 の国勢調査により,そ れがデータとして明らかになると 「日本人移民」脅威論が生ま

れ,日 本人移民上陸拒否事件が起 こった50)。

日本政府は移民保護の目的で戦艦を派遣 した。1897年 に就任 して間もないマ ッキンリー大

統領は,「 日本人移民による静かなハワイ侵略という噂」 と,日 清戦争に勝利 し強国となりつ

つあった 「日本帝国政府による脅威」を 「日本の脅威」と認識 し,さ らに日本によるハワイ支

配という実態のない人種議論に影響を受け,ハ ワイ併合を促進 した。 しかし,併 合の阻害 となっ

たのがまさにこの安価な労働者 としての東洋人だった51)。

元来,ハ ワイにおける東洋人は,ハ ワイ経済の基盤である砂糖黍プランテーションで働 く契
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約労働者 として流入 した。この東洋人は主に中国人 と日本人であ り,そ れぞれがハワイ人人口

に迫るほどにな り,社 会に脅威をもたらす存在となった。 しかしこれらの労働移民はプランテー

ションにとって欠かせない労働者であり,彼 らを排除することはハワイ経済にとって死活問題

であった。

このような労働力としての 日本人移民への参政権付与の問題は,口 布渡航条約(1886年)

の締結に遡 る。 同条約は日本人移民がハ ワイ憲法に従い保護を規定 したため,彼 らは参政権を

得 ることが可能であった。1887年 憲法の言語規定によりその参政権は剥奪されたが,1893年

にハワイ革命によりハオレ中心の政府が生まれると,日 本人移民は参政権の保障を要求 したの

である。 日本政府はこれを受けて,日 本人がパオ レと同等の権利を得 ること,及 び参政権の確

保を主要な課題 と考え,日 本人移民保護を名 目に軍艦 「浪速」などを派遣 した。 しか し,ア メ

リカ政府やハ ワイのパオレ社会はこれを 「日本の脅威」と感 じたのである52)。

一方,ハ ワイ共和国は外国人上陸条令(1894年)な どにより移民制限を行い,ハ ワイへ上

陸する際,日 本人 自由労働移民に50ド ルの携帯を義務づけた。 しかし,移 民会社は見せ金を

貸 し与えて後に回収する方法で,日 本人移民は極端な増加を見せたのである。その後,国 勢調

査によってハワイでの日本人移民の増大が明白にな り,人 種割合においても上位を占めたため,

1896か ら97年 にかけて,ハ ワイ政府は移民の上陸を拒絶する事態となった。これに対 し,日

本政府 も渡航移民の保護 とハ ワイ政府への損害賠償を要求 し,抗 議のたあ,島 村久公使を乗船

させた軍艦 「浪速」を再びハ ワイへと派遣 した。ハワイ共和国政府が抱える東洋人人種問題と

プランテーション労働者の需要の矛盾を孕んだ問題 の解決策は,ま たハ ワイにおける日本人移

民への脅威を生みだしたのである。ハワイ政府はこれをハワイ併合の促進に利用 したのであっ

た駒)。

海軍理論家マハ ンが1893年 に想定 したようなハワイにおける西洋と東洋の衝突という脅威

論が形成されつつあった。それはキ リス ト教徒と異教徒が衝突 し,ハ ワイが日本に併合 される

か も知 れないというものであった。 この日本脅威論の下,1897年 に日本政府 ・ハワイ共和国

政府 ・アメリカ政府の間で交渉が行われたが,そ の結果アメリカ政府では 「日本人移民問題」

と 「日本政府」を同一視 し,ハ ワイ共和国政府とアメリカ連邦議会で 「日本脅威論」が醸成さ

れたのである。 この脅威はマッキ ンリー政府にとって も憂慮すべき事項 とな り,実 態のない

「日本の脅威」のもと,新 たなハワイ併合条約が1897年6月 に調印されたのである。歴史家モー

ガ ンはこの条約の成立は1897年 の 「日本の脅威」によって加速されたのであ り,1898年 の併

合条約の調印は米西戦争による連鎖的反応の結果だけではないことを指摘 している鼠)。

このような事態の進展の過程で,モ ーガン上院議員は日本脅威論と黄禍論の勃興において重

要な役割を果たしている。1896年 にモーガンはワシン トンで駐米布公使ハ ッチ(FrancisM.

Hatch)と 私的な会談を持ち,モ ーガ ンはハワイに日本政府の謀略があ り(ハ ワイの日本人移

60



ハワイ併合問題再検討

民が日本政府のスパイである,な いし移民によってハワイ支配 しようとしているという噂があっ

た),ハ ワイでの日本人増加 が併合の壁 になるか も知れない と伝えた。彼は 口布友好条約

(1871年)の 完全な終結を示唆 した。

歴史家コフマン(TomCoffman)に よれば,モ ーガンが主張する日本政府陰謀説には証拠

がないという。 しかし,ハ ッチは危機感をつのらせ,三 つの対策を考案 した。一つは移民を完

全にコントロールするための条約を約定 し,契 約労働に対する日本政府の同意を得ること,二

つ目は日本がそれに同意 しなければ契約移民をうち切ること,さ らに50ド ルの携帯義務を引

き上げ,結 果的にハワイの白人労働者の割合を増加させることであった。ハ ッチの政策はハワ

イ共和国の ドール政権で採用 された。 このようにモーガンは1896年 以降のハワイ共和国の政

策にも役割を果た している55)。

ハワイ併合後のアメリカ議会では,基 本法を制定する議論において も東洋人種の脅威が取 り

上げられた。ノックス下院議員(WilliamS.Knox,マ サチューセッツ,共 和党)は,ハ ワイ

の通商的 ・戦略的な重要性を述べた上で,ハ ワイへのアメリカ司法権の拡大を議論 しつつ,ハ

ワイがキューバ,プ エル ト・リコ,フ ィリピンとは異な り,自 治政府を持つ ことが可能な土地

であると定義 し,ハ ワイ共和国の下でハワイ市民であった ものは合衆国市民になることが出来

ると主張 した。彼はハワイ独 自の法律とともに,ハ ワイに準州政府の樹立を認めるべきである

と述べた。一方でノックスは,参 政権に関 して,11万 人 いる東洋人が過去 と同様な方法で排

除でき,準 州政府の設置に際して,彼 らには決 して参政権を付与されないと主張 した。またノッ

クスや他の議員の中には,ハ ワイから東洋人を一定の割合で退去させ るべきであると考える者

もいた56)。

ハワイの現状を詳細に把握 していたモーガン上院議員は,ノ ックスの主張に先だって上院で

東洋人排除戦略に言及 した。彼は合衆国の連邦司法権をハワイまで拡大することを主張する中

で,ハ ワイでの中国移民と日本移民に関 しては合衆国連邦法をハ ワイへ適用することにより,

彼 らの参政権の獲得を防 ぐべきだと論 じた。東洋か らの大量移民を退去させるよりも,ハ ワイ

国内に残るアジア系移民を 「隔離するというより重要な問題」が存在 していると彼は強調 した

のである57)。

しかしながら,モ ーガンは一般的な共和党ラインに沿 った膨張論者の立場か らハワイにおけ

る黄禍論ないし,「 日本の脅威」を扇動 したわけではない。彼はハワイの中国人移民に市民権

を付与するのに不適合であると考えていたが,ア メ リカ本土の中国人移民排斥運動に対 して,

南部プランテーションの安価な労働力の供給源 として中国人移民の必要性を唱導 していたので

ある。移民排斥法の更新はその供給を断つものであるとして強硬に反対 し,南 部の移民排斥法

反対論で中心的な役割を担っていた。 この矛盾 した主張は,彼 の人権ないし対外政策に対する

考え方が変わったことを意味 しない。むしろ,ハ ワイにおける中国人移民を併合の妨害者 とし
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て,ア メ リカ本土の中国人労働者を南部再建の援助者 として位置づけてお り,こ の意味におい

てモーガンは,プ ラグマティックな政策を推進 した人物 と捉えられるべきである58)。

ノックスの東洋人種の排斥論と異なり,モ ーガ ンはハ ワイにおける経済の中心となっていた

砂糖 プランターの要請を理解 していた。ハ ワイ共和国政府 と密接な関係を持ったモーガ ンは,

アメ リカ議会において東洋人問題の解決策を考慮 しなが ら,ハ ワイ経済における彼らの必要性

を示 した。彼は移民排斥法が砂糖業を経営するアメリカ系ハオ レに利益をもたらさないことを

指摘 し,労 働移民の国外退去に強 く反対 したのである59)。

基本法では参政権付与条件を定義 した60条 に基づき,ハ ワイ共和国のもとで市民権を付与

されていなか った東洋人は,ハ ワイ準州においても市民権を得ることが出来ず,こ の条約は東

洋人を排除する統治政策として機能 した。またハワイ語と英語の識字を条件にしたため,東 洋

人移民の一世が市民権を獲得することはほぼ不可能であった。 このようにしてハ ワイ準州の成

立当初において,東 洋人はアメリカ市民権を獲得することから排除された。ハワイにおける東

洋人は合衆国の体制から排除され,一 方でプランテーションあ労働者の必要性を満たすことに

成功 したのである6。)。

以上のように,ア メリカ政府内には 「日本の脅威」論が存在 し,他 方ハ ワイにおいては19

世紀末か ら 「日本移民の脅威」が問題視されていた。アメ リカ政府は 「日本の脅威」と 「日本

移民の脅威」を同一視 し,対 ハワイ政策に反映させた。それらはハワイ共和国とアメリカの双

方において統治の原則ない し,対 外政策として重要な地位を占めていた。 これらの脅威に証拠

や実態はなかったが,ハ ワイ併合問題における黄禍論は実際にアメリカの対ハワイ政策決定過

程に影響を与えたのである。結果的に,連 邦議会の併合論争においてハワイにおける多元的な

人種の存在を解決し,併 合を実現 し,基 本法に採用されたのが 『モーガン・レポー ト』で主張

された人種統治戦略であった。

結 論

アメ リカ市民権獲得の条件 としてハワイ語ない し英語の識字能力が規定され,こ の言語規定

は,ハ ワイ人の市民権獲得を受容する一方,東 洋人 を参政権か ら排除 した。 この政策は,ハ ワ

イ準州の憲法にあたる基本法にも明文化された。歴史家オズボーンはアメリカ議会には,非 白

人人種 の存在 という 「観念的な抑止力(ldeologicalDeterrents)」 があ り,ハ ワイ併合の阻

害要因 とな ったと論 じた6D。 しか しなが ら,こ の抑止力 はモーガンの提案 した東洋人移民を政

治過程から排除する人種統治戦略により払拭され,連 邦議会はそれを政策として実施 したので

ある。・

ハワイ併合 と基本法の制定において,合 衆国はハ ワイ人に市民権を付与 し,ア メリカ市民権

が非白人人種にまで拡大 された。これは今後の島嗅獲得地における原住民の統治問題の試金石
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となる事例であった。現実 にはハワイで採用された政策がそのまま他の島嗅獲得地で採用され

たわけではない。 しかし,こ の時期の合衆国がハワイ人を合衆国市民として編入 し,ま た海外

領土を準州として獲得 したことは,ハ ワイ併合には単なる極東へ進出への踏み石ではないハワ

イ独自の問題が存在 したことを示 している。

膨張主義者 としてのモーガ ンの戦略は,『 モーガン・レポー ト』に人種に関する記述及び市

民権問題を内包 したことにより,よ り実践的な統治を提案するものとなった。過去の研究で指

摘されなかったことに,タ ーピー決議以前の併合論者による強力な主張である 『モーガン・レ

ポー ト』にこうした内容が併記されたことは,後 のハワイ併合 とその統治問題に対 して一定の

方向性を示 した。実際にレポー トで主張された統治の方法論が議会での論争の焦点 となった。

この戦略はマッキンリー政権下の1898年 にハワイ併合を承認 したニューランズ法において統

治政策として採用され,ハ ワイ併合後事実上のハワイ準州の憲法にあたる1900年 基本法に約

定されたのであった。 このように 『モーガン・レポー ト』は,1)指 導的膨張論者であ り,ま

た上院外交委員会議長であるモーガンがまとめた,併 合を促進するための議会報告書であった,

及び2)そ の中で提示 された人種統治戦略 すなわち白人 とハワイ人による政府を樹立 し,

彼 らには市民権を付与 し,一 方で東洋人からは剥奪する戦略 が後に政策 として採用され

た点を再評価すべきである。また,モ ーガンがハ ワイ委員会に所属 し,ハ ワイ統治に積極的に

関与 した点を見逃 してはならない。以上によ り,本 稿はモーガンを19/20世 紀転換期の唱導

的なハワイ併合論者であったばか りでなく,そ の政策の実現 に実質的な役割を果たした,ア メ

リカ海外膨張における主要な膨張論者として捉え,彼 の重要性を提起するものである。
1

注

1)本 研 究 で は ハ ワイ 革 命 時(1893年)か らハ ワイ準 州 基本 法(1900年)成 立 ま で を対 象 期 間 とす る

が,併 合 問題 全 体 を考 え る上 で ア メ リ カ ・ハ ワイ 間 の 互 恵 条 約 締 結 及 び更 新 期(1875-87年)な ど

も検 討 す る必 要 が あ る。 ま た本 研 究 は 合 衆 国 連 邦議 会 の 政 策 決 定 過 程 を検 討 す る こ と を 目標 と して

お り,ハ ワ イ史 や 日米 関 係 史 の視 点 か ら は異 な った 期 間 設 定 が可 能 で あ る。 な お ハ ワ イ は漢 字 で布

畦 と表記 し,米 布 関 係 の よ う に省 略 して表 記 す る こ とが あ る。

2)UnitedStates。Congress.Senate.53rdCongress,Report,no.227.本 研 究 で はCommitteeon

ForeignRelations.,HawaiianIslands,ReportoftheCoη 乙〃3漉¢θonForeignRelations,United

S励 θsSenate,withAccompanyingTestimonyandExecutiveDocument:Tπ 膨sηz漉 θ4'oCongress

fromノ 碗 観 η1,1893toMarch10,1894,Vol.1-2(WashingtonD.C,:GPO,1894)を 定 本 と した。

以 下,MorganReportと す る。

3)外 交 に 関連 した モ ー ガ ン研 究 と して は,JosephA.Fry,JohnTylerMorganandtheSearchfor

SouthernAutonomy(Knoxville:UniversityofTennesseePress,1992);Ides,"JohnTylerMor一

'gan'sSouthernExpansionist"Z)∫ ρZo〃2α'fcHistory9-4(Fall
,1985),329-46;AugustCarlRadke

Jr.,ノbぬηTylerル 霞)㎎α陥AnExpansionistSenator,1877L1907(Ph.D.Dissertation,Universityof

Washington,1953)な ど。 いず れ もハ ワイ 併 合 問 題 に 関 す る言 及 は あ るが,統 治 政 策 に 関 連 した 実

証 研 究 は され て い な い。
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4)ハ ワイ 併 合 を極 東 へ の 飛 び 石 と して記 述 した研 究 と して,JuliusW.Pratt,Expansionists(ゾ189&

TheAcquisitionofHawaiiandSpanishIslands(Baltimore:JohnsHopkinsPress ,1936);Walter

LaFeber,Tゐ ¢、4窺師cα πSearchfoy(⊇ ρρoπ纏 め',1865-1913(NewYork;CambridgeUniversity

Press,1993)な ど。 ハ ワ イ 史 の 研 究 と して は,RalphS。Kuykendall,TheHawaiianKingdom

(Honolulu:UniversityofHawaiiPress,1938-67),Vo1、1-3;GavanDaws,Shoal(ゾTf7η θ(Hono-

1ulu:UniversityPressofHawaii,1968);中 鴫弓子,『 ハ ワイ ・さま よえ る楽 園』(東 京 書 籍,1993);

H.E.グ レ ゴ リー(國 友 忠 夫 訳)『 ハ ワ イ史 』(三 省 堂,1943)等 を 参 照 。 日本 脅 威 論 研 究 はn章 を

参 照 。

5)ハ ワ イ 革 命 とハ ワ イ併 合 の 研 究 と して はThomasJ.Osborne ,"E〃2ρ加CanI悔f疏 五規θ万cαπ

OppositiontoHawaiianAnnexation,1893-189b(Kent,Ohio:KentStateUniversityPress,1981)

こ の 研 究 は ハ ワ イ 併 合100周 年 に あ わ せAnnexationHawaiiの タ イ トル で 再 出 版 さ れ た(Wai-

manalo:IslandStylePress,1998);ThurstonTwigg-Smith,HawaiianSovereignty;1)o`ん θRzc孟s

ル勧'θ7～(Honolulu:GoodalePublishing,1998);TomCoffman,ハ 厩 歪oηWithinTん θStoryofAn

θ万cα冶!1η ηeκα∫ゴoηoftheNationqプ 飽 ωα歪f(Kaneohe:Epicenter,1998);WilliamA.RussJr .,
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ハ ワイ併合問題再検討

AReexaminationoftheHawaiianAnnexationProblem:

JohnT.Morgan'sExpansionistArguments

andtheRacialRulePolicies

KANAZAWAHiroaki

Inthispaper,IhaveexaminedSenatorJohnT.Morgan'sexpansionistarguments

andtheapplicationofhisideas.UsingtheHawaiianannexationasacasestudy,Ipar-

ticularlyfocusedonMorgan'sideasaboutracialpolicytobeappliedintheislands.

Morgan,aDemocratfromAlabama,wasamajorannexationistofHawaii,anditwas

Morganwhoproposedracialrulestrategiestofacilitateannexation.

AftertheHawaiianRevolutionin1893,SenatorMorgan,thechairmanoftheForeign

RelationsCommittee,preparedareportknownasthe`MorganReport.'Inthereport,

Morganvindicatedtherevolutioninordertopromoteannexationoftheislandsbythe

UnitedStates.Atthesametime,heopposedracialdiscriminationagainstthenon-white

Hawaiiannatives,pointingoutthatChristianityandtheinfluenceofAmericanimmi-

grantshadAmericanized,andthereforecivilized,them.Ontheotherhand,herealized

thatthepresenceofAsianimmigrantsinHawaiiwouldproveanimpedimenttoannexa-

tionduetoAmerica'sracialprejudiceagainstthem.MorganinsistedthatAsianimmi-

grantsbeexcludedfromthepoliticalprocessinHawaii.Withaviewtopromotinghis

annexationplan,Morganproposedthatracialrulestrategiesbeadopted,thatistosay

thatthegovernmentbeestablishedonlybythewhiteresidentsandtheHawaiianna・

tives.Asianswouldbeexcludedfromthegovernment.

Concernedabout .reportsofarapidincreaseinthenumberofJapaneseimmigrants,

theMcKinleyadministrationimmediatelyinitiatedapolicytoannexHawaiiin1897.

Asians,whoservedasessentialcheaplaborforsugarplantationsintheislands,werea

deterrentfactortoannexation.TheRepublicanadministrationofthedayadopted

Morgan'sracialrulestrategiesaspoliciesforsolutionstothisproblem,andCongress

approvedthesepolicies.Morgan'sideaofexcludingAsiansvialanguageregulationsfor

suffragewasstipulatedintotheHawaiianAnnexationActof1898.Thesamepolicies

wereappliedintheHawaiianTerritoryConst且tution(OrganlcAct)aswell.Thus,Mor-

gan'sracialrulestrategiesplayedavitalroleintherealizationoftheannexationof

HawaiibytheUnitedStates.

Keywords:JohnTylerMorgan,AmericanImperialism,AnnexationofHawaii.YellowPeril,U.S.

CivilRights
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